
移動式クレーン運転士 

移動式クレーン運転士は移動式クレーンを運転したり操作したりすること

ができる国家資格ですが、本校では小型移動式クレーン運転技能講習を受

講できます。 

小型移動式クレーン運転技能講習修了者は、つり上げ荷重が 1トン以上 5

トン未満の移動式クレーンを運転・操作することが可能です。 

講習内容 

学科講習と実技講習に分かれています。 

学科講習 

■ 小型移動式クレーンに関する知識 － 6 時間 

■ 原動機及び電気に関する知識 － 3時間 

■ 運転のために必要な力学に関する知識 － 3 時間 

■ 関係法令 － 1 時間 

■ 学科試験 － 1 時間 

実技講習 

■ 運転のための合図 － 1 時間 

■ 小型移動式クレーンの運転 － 6 時間 

講習日程 

8 月 

検定料（テキスト代） 

25,700 円（テキスト代込み） 

平成 27 年度の資格取得状況 

 

その他 

ジュニアマイスターにおいて、運転士（移動式クレーン）は 1点が加算さ

れます。 

 


